
事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ３ 月 1 8 日 

 
 

各省庁男女共同参画主管課長 殿 
 

内閣府男女共同参画局 
男女間暴力対策課長 

 
成年年齢引下げに伴う性暴力被害の予防に関する周知について（依頼） 

 

 本年４月 1 日から成年年齢が引き下げられることに伴い、18 歳、19 歳の若年者は、親

の同意がなくても契約ができるようになり、また、未成年であることを理由とした契約の

取消し（未成年者取消権）をすることができなくなります。 

その中で、性的な行為の撮影をするという認識がないまま契約し、撮影を強要される問

題（いわゆるＡＶ出演強要問題）について、より一層の注意が必要なことから、この度、

成年年齢引下げに伴う性暴力被害の予防に関する資料と動画を作成いたしました。 

つきましては、貴省庁所管の機関等において、別添資料を御活用いただき、資料、動画

の周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

〇成年年齢引下げに関する啓発動画 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html  

 

〇周知用資料（別添） 
 
 

（本件照会先） 

 内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課 

         林（課長補佐）、城谷、福井 

  TEL：03-5253-2111（内 37552,37555） 

  Mail：g.sa.j8t@cao.go.jp 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html
CO668255
スタンプ



事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ３ 月 1 8 日 

 
 

文部科学省 
  総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 殿 

   総合教育政策局男女共同参画学習室長 殿 
 
 

内閣府男女共同参画局 
男女間暴力対策課長 

 
成年年齢引下げに伴う性暴力被害の予防に関する周知について（依頼） 

 

 本年４月 1 日から成年年齢が引き下げられることに伴い、18 歳、19 歳の若年者は、親

の同意がなくても契約ができるようになり、また、未成年であることを理由とした契約の

取消し（未成年者取消権）をすることができなくなります。 

その中で、性的な行為の撮影をするという認識がないまま契約し、撮影を強要される問

題（いわゆるＡＶ出演強要問題）について、より一層の注意が必要なことから、この度、

成年年齢引下げに伴う性暴力被害の予防に関する資料と動画を作成いたしました。 

つきましては、貴省所管の教育機関等の掲示板に別添資料を掲出等していただき、学

生・生徒等に、資料、動画の周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

〇成年年齢引下げに関する啓発動画 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html  

 

〇周知用資料（別添） 
 
 

（本件照会先） 

 内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課 

         林（課長補佐）、城谷、福井 

  TEL：03-5253-2111（内 37552,37555） 

  Mail：g.sa.j8t@cao.go.jp 

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html


2022年4月1日から 成年年齢は18歳になります。
性犯罪に巻き込まれないよう、18歳になったら、契約は慎重に！

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでは、
緊急避妊薬の処方や性感染症検査、証拠採取などの医療的支援、相
談・カウンセリングなどの心理的支援、警察への同行支援、弁護士
など専門家を紹介する法的支援などを行います。

※ プライバシーに配慮し、秘密は厳
守します。安心してご相談ください。

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとは？

【電話による相談】 【SNSによる相談】

性暴力の悩み、ひとりで抱えこまないで。ためらわずに、御相談ください。 成年年齢引下げに関する啓発動画は
ウェブサイトでご覧いただけます。

④① ② ③
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